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１【提出理由】

　2022年６月24日開催の当社第126期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2022年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金50円　配当総額1,492,113,150円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件①

当社は、2023年４月１日を効力発生予定日として、連結子会社である昭和電線ケーブルシステム株式

会社および昭和電線ユニマック株式会社を吸収合併し、純粋持株会社から事業会社へ移行いたしま

す。この経営体制の変更に伴い、商号および目的に関する規定を一部変更するものであります（変更

案第１条、第２条）。

なお、本議案による定款一部変更は、本吸収合併の効力発生日である2023年４月１日に効力を生ずる

こととする附則を設け、その効力発生をもって本附則を削除するものであります。

第３号議案　定款一部変更の件②

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に規定する改正規定が

2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなります

ので、次のとおり定款を変更するものであります。

①　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務

付けられることから、変更案第18条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

②　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求

した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる

ようにするため、変更案第18条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

③　株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④　上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として長谷川隆代、張東成および胡国強の３氏を選任す

るものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として坂倉裕司および戸川隆の両氏を選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）
（注）４

第１号議案 250,286 1,555 0 （注）１ 可決（99.4％）

第２号議案 251,700 141 0 （注）２ 可決（99.9％）

第３号議案 251,702 139 0 （注）２ 可決（99.9％）

第４号議案 （注）３

長谷川　隆代 217,070 34,771 0 可決（86.2％）

張　東成 241,631 10,210 0 可決（95.9％）

胡　国強 251,502 339 0 可決（99.9％）

第５号議案 （注）３

坂倉　裕司 251,582 259 0 可決（99.9％）

戸川　隆 248,559 3,282 0 可決（98.7％）

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上の賛成によります。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成によります。

４　賛成の割合については、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会議決権行使期限までの事前行

使分および当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関

して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会議決権行使期限までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた

議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会

当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

5805/E01336/昭和電線ホールディングス/2022年
－3－




